
 

 
 

 
ルールとマナー 

                     校長 榎並 みな子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 ルールとは、「守るべき規則」を意味しています。交通ルール、ゲーム（遊び）のルール、スポーツのルール 

など様々ですが、罰則やペナルティが課せられます。 

 マナーとは、「人が心地よくすごすための態度や行動」を意味しています。乗り物やみんなが使う場所でのマ 

ナーや食事のマナーなどですが、ペナルティはありません。 

 どちらも共通することは、「人に対して配慮すること」や「人と人が共同する社会において秩序を保つため」 

に必要なことです。 

 ５月には、１年生から４年生の子供たちが電車に乗って遠足に出かけましたが、子供たちはマナーを守って 

乗車することを心がけていました。回りの乗客の人たちに迷惑をかけないようにと声の大きさに気を付けて話 

をしてる子たちがいました。座る時には、近くに座っている人に迷惑をかけないようにと隣同士で少し詰めて 

座ったり、リュックを膝に載せたりしていました。子供たちなりにできることを行動に移す姿は、とてもすて 

きだと感心しました。 

私は、毎日電車で通勤していますが、電車に乗っていてまだ駅に到着していないのに「次の駅で降りますから 

どうぞ。」と前に立っている方に席を譲っている方がいました。また、エスカレーター手前で列が複数になって 

並んでいると、自然に「お先にどうぞ。」と声には出さないものの少しゆっくり行動し、トラブルもなく譲り合 

いながら利用しています。このような何気ない行動が周りの人を気持ちよくさせてくれます。 

 大人も子供も多くの人たちが利用する場所で、その場所にあったルールやマナーを守りながら気持ちよく過 

ごすことができることを望んでいると思います。 

学校では、これからも保護者・地域の方々の協力のもと、ルールやマナーについて、道徳の時間や様々な活動 

を通して子供たちに考えさせ、行動できるよう指導していきます。 
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芝フラット通信       学校運営協議会「芝フラット」 会長 大津 里美 

令和8年度学校運営協議会「芝フラット」会長 大津 里美です。昨年度 

同様、芝山小学校学校支援本部、青少協第四地区委員会としても芝小に関わら 

せていただきます。今年度もよろしくお願いいたします。 

さて、5月16日（土）にはコミュニティスクール説明会も行われ、地域で 

学校を応援する活動の意味などお伝えさせていただきました。さらにみどりの 

絆、おいもクラブも開催されました。6月からは図書室開放（図書ボランティ 

ア同時開催）も予定しています。様々な活動に当たってはフラットサポーター 

（ボランティア）の募集をさせていただきます。御都合の良い時にぜひお申し 

込みください。芝山小学校の児童の、楽しく安心、安全な生活のため、御理解、 

御協力のほどよろしくお願いいたします。 

ふれあい月間 

 ６月は、ふれあい月間です。いじめの未然防止、早期発見・早期対応等、教職員全員で共通理解を図り取り組

むこととしています。普段からの教職員による子供たちの指導に加え、アンケート調査により実態を把握し、対

応していきます。また、いじめについて困っていることや悩んでいること、友達関係のことなどを相談する窓口

や方法についてもお知らせしていきます。 

【CS説明会】 

【フラットおいもクラブ】 


